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費用の９割分
の支払い

６５歳以上の者 ４０歳から６４歳までの者

保険料

原則年金(老齢)からの天引き

全国プール

国民健康保険 ・

健康保険組合など
１割負担

サービス利用

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

１８％
（平均）

３２％

税 金

保険料

国 都道府県 市町村

２５％
(平均） １２．５％ １２．５％

財政安定化基金

（平成15－18年度）

○在宅サービス
・訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）
・訪問看護
・通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
・通所リハビリ（ﾃﾞｲｹｱ）
・短期入所サービス
・福祉用具貸与 など

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・介護療養型医療施設

全国平均１人あたり
約３，２９０円／月

（２，４４３万人） （４，１８７万人）

（注）６５歳以上の者
（第１号被保険者）の
数は、平成１６年２月
末現在。４０歳から６４
歳までの者（第２号被
保険者）の数は、平成
１６年度の見込数。

 

介護保険制度の概要 

 

Ⅰ 現行制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利

用

者

市

町

村

の

窓

口

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要

介

護

認

定

医
師
、
看
護
職
員
、
福
祉
関
係
者
な
ど
に
よ
る

寝たきりや痴呆で
介護サービスが必要な方

要 支 援

非該当

要介護状態となるおそれがあり
日常生活に支援が必要な方

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・介護療養型医療施設

○在宅サービス
・訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）
・訪問看護
・通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
・短期入所サービス
・福祉用具貸与

など

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画

○市町村の実情に応じたサービス
（介護保険外の事業）

・配食サービス
・軽い日常生活支援

買い物、布団干し、草取りなどの
簡単な日常生活の支援 など

要介護５

要介護１

～

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）

介護保険の利用手続き

第１回有識者会議
H１８・３・６

参考資料１
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（１）実施状況 

 

 ○ 制度創設以後、要介護認定を受けた者は着実な伸び。特に軽

度者の伸びが著しい。 

 ○ これに伴い介護保険制度の総費用も年率１０％を超える  

ペースで伸びている。 

 

① 要介護認定を受けた者の推移 

 → 制度創設以後、認定者数は約２倍に増加。特に軽度者は   

約２．４倍と伸びが著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 介護保険制度の総費用の伸び  

 → 制度創設以後、年率１０％を超える急速な伸び 

 

 

５．７

兆円
３．６

兆円 

４．６

兆円 

５．２

兆円

６．３

兆円

６．８

兆円 

７．１

兆円 

※補正後

（2000年度）  （2001年度）  （2002年度） （2003年度) （2004年度予算) (2005年度予算）(2006年度予算案）

703

1386

630

543

514

505 601
398320291

1252
1070

891
709

551

490

595

641

571

394

492

431

358

394

317

479

424

394

365

339

473

455

414

381

341

290

２０００年４月末 ２００１年４月末 ２００２年４月末 ２００３年４月末 ２００４年４月末 ２００５年９月末

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（単位：千人）

2000年４月末からの増加率

２１８２

１４２％支

１５２％１

６０％２

７１％３

５２％４

６３％５

９５％計

（出典：介護保険事
業状況報告〔2005
年9月分月報〕）

２５８２

３０２９

３４８４

３８７４

（要介護度別認定者数の推移）

４２４９
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自立度Ⅲ以上

自立度Ⅱ以上

７９
（２５）

１４９

３１４

要介護者
要支援者

２８
（１５）

７３

２１０

居宅
その他の
施設

介護療養型
医療施設

老人保
健施設

特別養
護老人
ホーム

１１
（２）

８
（１）

１３
（４）

２０
（４）

１９１０２０２７

再
掲

３４１２２５３２総 数

要介護者の認知症高齢者
の日常生活自立度 （２００
２年９月末現在）

９．３％７．６％６．３％

１７６１３５７９
自立度Ⅲ以上

自立度Ⅱ以上

３．４％

１４９

２００２

４．１％

２５０

２０１５

５．１％

３２３

２０２５

 

（２）将来展望～２０１５年の高齢者～ 

 

 ○ １０年後の 2015 年には「団塊の世代」が高齢期に達し、2025

年には後期高齢期を迎え、我が国の高齢化はピークを迎える。 

 ○ 特に、認知症高齢者や高齢者世帯の急速な増加が見込まれる。 

 

 ① 高齢者数の急速な増加 

  →「介護」モデルから「介護＋予防」モデルへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 認知症高齢者数の急速な増加 

→「身体ケア」モデルから「身体ケア＋認知症ケア」モデルへ 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 高齢者世帯の急速な増加 

  →「家族同居」モデルから「同居＋独居」モデルへ 
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高 齢 者 人 口 （ 千 人 ）

明 治 以 前 生 ま れ

大 正 生 ま れ

昭 和 ヒ ト ケ タ 生 ま れ

昭 和 1 0 年 ～ 終 戦 生 ま れ

終 戦 ～ 1 9 5 0 年 生 ま れ

1 9 5 1 年 以 降 生 ま れ

推 計 値実 績 値

2 0 0 5 年
昭 和 ヒ ト ケ タ ～ 終 戦 生 ま

れ が 高 齢 者 の 中 心
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Ⅱ 介護制度改革の概要 

 

（１）制度改革の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「明るく活力ある超高齢社会｣を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・連続性のある｢総合的な
介護予防システム｣を確立
（主な施策） 新予防給付の創設、介護予防事業の創設

介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険
施設に係る給付の在り方を見直す（１７年１０月実施）
（主な施策） 居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置

認知症ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービ
ス提供を可能とする体系の確立を目指す
（主な施策） 地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの創設、医療と介護の連携

サービスの質の向上を図るため、情報開示の徹底、事業者規制の見直し等を行う
（主な施策） 情報開示の標準化、ケアマネジメントの見直し

低所得者に配慮した保険料設定を可能とするとともに、要介護認定の見直し、市町村の保険者
機能の強化等を図る
（主な施策） 第１号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、要介護認定の見直し、介護

サービスの適正化・効率化

社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討、その結果に基づいて、平
成２１年度を目途として所要の措置を講ずる

１．予防重視型システムへの転換

２．施設給付の見直し

３．新たなサービス体系の確立

４．サービスの質の向上

５．負担の在り方・制度運営の見直し

６．被保険者・受給者の範囲

「明るく活力ある超高齢社会｣を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・連続性のある｢総合的な
介護予防システム｣を確立
（主な施策） 新予防給付の創設、介護予防事業の創設

介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険
施設に係る給付の在り方を見直す（１７年１０月実施）
（主な施策） 居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置

認知症ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービ
ス提供を可能とする体系の確立を目指す
（主な施策） 地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの創設、医療と介護の連携

サービスの質の向上を図るため、情報開示の徹底、事業者規制の見直し等を行う
（主な施策） 情報開示の標準化、ケアマネジメントの見直し

低所得者に配慮した保険料設定を可能とするとともに、要介護認定の見直し、市町村の保険者
機能の強化等を図る
（主な施策） 第１号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、要介護認定の見直し、介護

サービスの適正化・効率化

社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討、その結果に基づいて、平
成２１年度を目途として所要の措置を講ずる

１．予防重視型システムへの転換

２．施設給付の見直し

３．新たなサービス体系の確立

４．サービスの質の向上

５．負担の在り方・制度運営の見直し

６．被保険者・受給者の範囲
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（２）予防重視型システムの確立 

 

○ 予防重視型システムの全体像 

  ・今回の改革では、軽度者の方々の状態像を踏まえ、できる  

限り要支援・要介護状態にならない、あるいは重度化しない

よう「介護予防」を重視したシステムの確立を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 要 介 護 認 定 〉

○要介護状態区分の審査

○状態の維持又は改善可能性の審査

要支援・要介護に
なるおそれのある者

（新）

要 支 援 者
現行の要支援者

＋
要介護１の一部

要 介 護 者

地 域 支 援 事 業
(介護予防サービス)

例）転倒骨折予防教室
栄養指導 等

新 予 防 給 付

○既存サービス
→内容･提供方法を見直し

○新たなサービスの導入
→効果の検証を踏まえ導入

介 護 給 付

例）訪問介護
通所介護
訪問看護
特養等施設 など

地域支援事業 新予防給付 介護給付

要支援・要介護者

非該当者

介 護 予 防 の
スクリーニング

× 要支援者要支援者 要介護者要介護者

要支援・要介護要支援・要介護
になるおそれになるおそれ
のある者のある者 × ×

要支援・要介護要支援・要介護
状態になること状態になること

の防止の防止
重度化防止重度化防止

＋

新予防給付と介護予防システム
高 齢 者

〈 要 介 護 認 定 〉

○要介護状態区分の審査

○状態の維持又は改善可能性の審査

要支援・要介護に
なるおそれのある者

（新）

要 支 援 者
現行の要支援者

＋
要介護１の一部

要 介 護 者

地 域 支 援 事 業
(介護予防サービス)

例）転倒骨折予防教室
栄養指導 等

新 予 防 給 付

○既存サービス
→内容･提供方法を見直し

○新たなサービスの導入
→効果の検証を踏まえ導入

介 護 給 付

例）訪問介護
通所介護
訪問看護
特養等施設 など

地域支援事業 新予防給付 介護給付

要支援・要介護者

非該当者

介 護 予 防 の
スクリーニング

× 要支援者要支援者 要介護者要介護者

要支援・要介護要支援・要介護
になるおそれになるおそれ
のある者のある者 × ×

要支援・要介護要支援・要介護
状態になること状態になること

の防止の防止
重度化防止重度化防止

＋

新予防給付と介護予防システム
高 齢 者
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 ○ 新予防給付の創設 

  ・現行の予防給付について、対象者の範囲、サービス内容、   

ケアマネジメントを見直し、新たな予防給付へと再編。 

 

＜保険給付と要介護状態区分のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ケアマネジメント＞ 

 ・市町村の責任において実施。 

 ・地域包括支援センターにおいてアセスメントを行い、①利用者

の状態に応じた目標設定、②本人を含め様々な専門家が協力し

てサービスプランを作成、③サービス利用の効果などを定期的

にチェックする。 

 

＜介護予防サービスの内容＞ 

 ・「介護予防通所介護」、「介護予防通所リハビリテーション」、  

「介護予防訪問介護」、「介護予防福祉用具貸与」など、１５  

種類のサービスを制度化。 

 ・介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、共通

的サービスと選択的サービス（※）の組み合わせによりサービ

ス提供を行い、報酬の定額化（月単位）、事業所評価の導入等を

行う。 

  （※）運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上 

 

 

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１
（仮称）

要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
要支援２
（仮称）

要支援者 要介護者

予防給付 介護給付

現行区分： 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１
（仮称）

要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
要支援２
（仮称）

要支援者 要介護者

予防給付 介護給付

現行区分：
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（３）施設給付の見直し 

 

 ○ 施設に入所している方と在宅生活を送っている方との利用者

負担の公平性の観点から、入所者の方々に居住費・食費の負担

をいただくもの。（平成１７年１０月実施） 

 ○ なお、所得の低い方々については、居住費・食費の負担を  

含め過重な負担とならないよう、負担限度額を設定。 

 

 ＜在宅と施設の費用負担の比較＞ 

 ・同じ要介護状態の方でも、在宅の方と施設入所の方との間で、

実質的な費用負担に２倍程度の差。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜見直し後の居住費・食費＞ 

 ・今回の見直しにより、居住費・食費は保険給付の対象外、具体

的な金額は利用者と施設の契約によって設定。（国において、  

適正な手続き等を確保するためのガイドラインを策定。） 

 ・なお、所得の低い方については、居住費・食費の負担限度額を

設定し、平均的な費用との差額を保険給付で補う仕組み（補足

給付）を創設。 

 

 

 

 

 

一部負担 ２.１万円
保険給付分

約３０．９万円

一部負担５.６万円
(うち食材料費２.６万
円)

食 費 約３.１万円

居住費用 約５.２万円
（光熱水費を含む）

計 約３６.５万円

自己負担

約１０.４万円

保険給付分
約１８.７万円

支給限度額まで利用した場合
約３３.４万円

（注）単身の要

介護５の高齢

者について比

較したもの

高齢者 年金支給
基礎年金水準 ６．７万円／月

⇒低所得者への配慮が必要
厚生年金水準 １６．８万円／月

在宅の場合 特養の場合

食費、居住費用

計 約２９.１万円

在宅と施設のバランス

介
護
保
険
と
年
金
の
調
整

一部負担 ２.１万円
保険給付分

約３０．９万円

一部負担５.６万円
(うち食材料費２.６万
円)

食 費 約３.１万円

居住費用 約５.２万円
（光熱水費を含む）

計 約３６.５万円

自己負担

約１０.４万円

保険給付分
約１８.７万円

支給限度額まで利用した場合
約３３.４万円

（注）単身の要

介護５の高齢

者について比

較したもの

高齢者 年金支給
基礎年金水準 ６．７万円／月

⇒低所得者への配慮が必要
厚生年金水準 １６．８万円／月

在宅の場合 特養の場合

食費、居住費用

計 約２９.１万円

在宅と施設のバランス

介
護
保
険
と
年
金
の
調
整
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（４）新たなサービス体系の確立 

 

 ○ 認知症高齢者や高齢者世帯の増加に対応し、こうした方々の

住み慣れた地域での生活が継続できるよう、「地域密着型サービ

ス」の創設や「居住系サービス」の充実などのサービス体系の

見直しを行う。 

  

 

 ＜地域密着型サービスの仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜小規模多機能型居宅介護＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型サービスに含まれるもの

① 小規模（定員３０人未満）介護老人福祉施設

② 小規模（定員３０人未満）で介護専用型の特定施設

③ 認知症高齢者グループホーム

④ 認知症高齢者専用デイサービス

⑤ 小規模多機能型居宅介護

⑥ 地域夜間訪問介護

利用

地域密着型サービス事業所

指定、

指導・監督

保険給付

１： A市の住民のみ
が利用可能

・指定権限を市町村に移譲

・その市町村の住民のみが
サービス利用可能

２：地域単位で適正な
サービス基盤整備

市町村（それをさらに細かく分け
た圏域）単位で必要整備量を定
めることで、

・サービス基盤の整備が遅れて
いるところでは、計画的な整備が
可能に。

・過剰な整備は抑制される。

３：地域の実情に応じた指定
基準、介護報酬の設定（※）

４：公平・公正透明な仕組み

指定（拒否）、指定基準、報酬設定には、地域
住民、高齢者、経営者、保健・医療・福祉関係
者等が関与

A 市

（※）国が定める報酬の水準が上限
地域密着型サービスに含まれるもの

① 小規模（定員３０人未満）介護老人福祉施設

② 小規模（定員３０人未満）で介護専用型の特定施設

③ 認知症高齢者グループホーム

④ 認知症高齢者専用デイサービス

⑤ 小規模多機能型居宅介護

⑥ 地域夜間訪問介護

利用

地域密着型サービス事業所

指定、

指導・監督

保険給付

１： A市の住民のみ
が利用可能

・指定権限を市町村に移譲

・その市町村の住民のみが
サービス利用可能

２：地域単位で適正な
サービス基盤整備

市町村（それをさらに細かく分け
た圏域）単位で必要整備量を定
めることで、

・サービス基盤の整備が遅れて
いるところでは、計画的な整備が
可能に。

・過剰な整備は抑制される。

３：地域の実情に応じた指定
基準、介護報酬の設定（※）

４：公平・公正透明な仕組み

指定（拒否）、指定基準、報酬設定には、地域
住民、高齢者、経営者、保健・医療・福祉関係
者等が関与

A 市

（※）国が定める報酬の水準が上限

利用者の自宅

様態や希望により、
「訪問」

地域の他のケア資源や
地域包括支援センター

との連携

管理者等の研修
外部評価・情報開示

地域に開かれた透明な運営

サービス水準・職員の資質の確保

小規模多機能型居宅介護事業所 併設事業所で
「居住」

在宅生活の支援

「訪問」

「居住」

○グループホーム

○小規模な介護専用型
の特定施設

○小規模介護老人福祉
施設（サテライト特養等）

○有床診療所 等

人員配置は固定にせず、
柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望に
より、「泊まり」

＋ （併設）

○「通い」の利用者１５名程度

○１事業所の登録者は２５名程度

○「泊まり」は「通い」の利用者に限定

○「泊まり」の利用は５名までを基本

○どのサービスを利用しても、なじみ
の職員によるサービスが受けられる。

○小規模多機能型居宅
介護事業所と連続的、
一体的にサービス提供

○職員の兼務を可能に。

「通い」を中心
とした利用

利用者の自宅

様態や希望により、
「訪問」

地域の他のケア資源や
地域包括支援センター

との連携

管理者等の研修
外部評価・情報開示

地域に開かれた透明な運営

サービス水準・職員の資質の確保

小規模多機能型居宅介護事業所 併設事業所で
「居住」

在宅生活の支援

「訪問」

「居住」

○グループホーム

○小規模な介護専用型
の特定施設

○小規模介護老人福祉
施設（サテライト特養等）

○有床診療所 等

人員配置は固定にせず、
柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望に
より、「泊まり」

＋ （併設）

○「通い」の利用者１５名程度

○１事業所の登録者は２５名程度

○「泊まり」は「通い」の利用者に限定

○「泊まり」の利用は５名までを基本

○どのサービスを利用しても、なじみ
の職員によるサービスが受けられる。

○小規模多機能型居宅
介護事業所と連続的、
一体的にサービス提供

○職員の兼務を可能に。

「通い」を中心
とした利用
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 ＜夜間対応型訪問介護＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜居住系サービスの見直しの内容＞ 

 ・「居住系サービス」である特定施設について、対象施設を拡大 

→ 一定の要件を満たす高齢者専用賃貸住宅も対象に。 

 ・特定施設のサービス提供形態の多様化 

  → 外部サービス利用型の創設。 

 ・有料老人ホームの見直し 

  → 入居者保護の充実（一時金保全措置の義務化等）、定義の 

見直し、情報開示の義務化等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用対象者３００～４００人程度を想定

人口規模にすれば２０万～３０万程度

常駐オペレータ

ケアコール端末を
持つ利用対象者

通報

定期巡回

定期巡回

定期巡回

定期巡回

随時対応

定期巡回

１晩で１０人程度
の利用者を訪問

利用対象者は、定期
巡回と通報による随
時対応を組み合わせ
て利用

利用対象者３００～４００人程度を想定

人口規模にすれば２０万～３０万程度

常駐オペレータ

ケアコール端末を
持つ利用対象者

通報

定期巡回

定期巡回

定期巡回

定期巡回

随時対応

定期巡回

１晩で１０人程度
の利用者を訪問

利用対象者は、定期
巡回と通報による随
時対応を組み合わせ
て利用
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 ○ 地域包括ケア体制を支える地域の中核機関として、新たに 

「地域包括支援センター」を創設し、設置を推進。 

 

 ＜地域包括支援センターの概要＞ 

 ・公正、中立な立場から、①総合相談支援、②虐待の早期発見・

防止などの権利擁護、③包括的・継続的マネジメント支援、④

介護予防ケアマネジメント、の機能を担う地域の中核機関。 

 

 （運営主体）市町村、在宅介護支援センターの運営法人等 

 （圏域）  人口２～３万人に１カ所が目安。共同設置も可能。 

 （職員体制）保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士の３専門

職種を配置（※） 

       ※各専門職種については、地域における人材確保状況等を勘案し、  

一定の経過措置あり。 

 

 ○ 中重度者の在宅生活継続のための支援を強化するとともに、

施設等における重度化対応や看取りへの対応を充実。 

 

 ＜中重度者への支援強化の例＞ 

 ・「療養通所介護」の創設 

  → 難病やがん末期の要介護者などに対して、医療機関や訪問

看護ステーション等と連携して提供する通所サービスの 

創設 

 ・「緊急短期入所ネットワーク」の整備 

  → 緊急的なショートステイの利用ニーズに対応するネット 

ワーク整備 

 ・「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」の体制整備 

  → 利用者の重度化に対応した医療連携体制の充実等 

 ・介護老人福祉施設における重度化・看取りへの対応 

  → 看護体制や夜間の２４時間連絡体制の整備等 
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（５）サービスの質の確保・向上 

 

 ○ サービスの質の確保・向上を図る観点から、情報公表の義務

づけ、事業者規制の見直しやケアマネジメントの見直し等を  

行う。 

 

 ＜介護サービス情報の公表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事業者規制の見直し＞ 

 ・指定の取消要件の追加や指定の更新制の導入など、不正事業者

などに対する事後規制の強化の観点から、事業者規制の見直し

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業者介護保険事業者

《介護サービス情報》
介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ
円滑に介護サービスを利用することができる機会を確保するために公表されるこ
とが必要なもの（厚生労働省令で定める）。

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○ 基本情報及び調査情報を公表

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○ 基本情報及び調査情報を公表

そのまま報告
（年に１回程度）

《基本情報》
○ 基本的な事実情報であり、公表だ
けで足りるもの
（例）事業所の職員の体制、サービス提供時間

機能訓練室等の設備、利用料金 等

利用者（高齢者）
介護サービス情報に基づく比較検討を通じて、介護保険事業者を選択

利用者（高齢者）
介護サービス情報に基づく比較検討を通じて、介護保険事業者を選択

《調査情報》
○ 事実かどうかを客観的に調査するこ

とが必要な情報
（例）介護サービスに関するマニュアルの有無、

身体拘束を廃止する取組の有無 等

参 照

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

報告内容について
事実かどうか調査

報告
（年に１回程度）

介護保険事業者介護保険事業者

《介護サービス情報》
介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ
円滑に介護サービスを利用することができる機会を確保するために公表されるこ
とが必要なもの（厚生労働省令で定める）。

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○ 基本情報及び調査情報を公表

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○ 基本情報及び調査情報を公表

そのまま報告
（年に１回程度）

《基本情報》
○ 基本的な事実情報であり、公表だ
けで足りるもの
（例）事業所の職員の体制、サービス提供時間

機能訓練室等の設備、利用料金 等

利用者（高齢者）
介護サービス情報に基づく比較検討を通じて、介護保険事業者を選択

利用者（高齢者）
介護サービス情報に基づく比較検討を通じて、介護保険事業者を選択

《調査情報》
○ 事実かどうかを客観的に調査するこ

とが必要な情報
（例）介護サービスに関するマニュアルの有無、

身体拘束を廃止する取組の有無 等

参 照

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

報告内容について
事実かどうか調査

報告
（年に１回程度）
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 ＜ケアマネジメントの見直し＞ 

 ① 包括的・継続的ケアマネジメントの推進 

  ・「地域包括支援センター」の創設 

・ ケアマネジャーと主治医等との連携強化 

・退院・退所時におけるケアマネジメントの強化 

② ケアマネジャーの資質・専門性の向上 

  ・ケアマネジャー資格の更新制の導入（５年間） 

  ・研修体系の再編、主任ケアマネジャーの創設 

 ③ 公正・中立の確保 

  ・標準担当件数の引下げ（５０件→３５件）と多数担当ケース

に係る報酬逓減制の導入 

  ・中重度者や支援困難ケースへの対応強化  等 

  

（６）負担の在り方・制度運営の見直し 

 

 ○ 保険者の裁量を拡大する観点から、第１号保険料の設定方法

や徴収方法の見直しを行うとともに、保険者機能強化の観点 

から立入権限の見直しを行う。 

 

 ＜第１号保険料の設定・徴収の見直し＞ 

 ・現行の第２段階を細分化し、負担能力の低い層（＝新第２段階）

にはより低い保険料率を設定。 

 ・課税層の保険料設定を弾力化。 

 ・特別徴収の対象拡大（遺族・障害年金も対象に追加）。 

 

 ＜保険者機能の強化＞ 

 ・新規の要介護認定については原則市町村が認定調査を実施。 

 ・市町村への事業者の立入権限の付与。 

 


